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は し が き

近年船舶の設備は益々近代化し、それにつれて複雑化しつつある。また、船舶の

設備の殆んど全部といってよいほど電気が関連し、電気装備工事を必要とするもの

である。この意味において、本指導書は初めて船舶電装士を心掛けられる方々のた

めの電気艤装工事の入門書として作成したものである。

なお、本書はボートレースの交付金による日本財団の助成金を受けて作成したものであ
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